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「電子交付サービス」とは、これまで郵送にてお届けしていた各種報告書等をインターネ

ットを通じてご提供するサービスのことです。 

 

●ご利用いただける方 

 投信インターネットサービスのお申込みをしていただいている方。 

 

●お申込方法 

 ①当金庫本支店窓口でのお手続き 

 ・お申込みの際は、投資信託指定預金口座のお届け印鑑、ご本人を確認できる書類（運

転免許証等）をご持参下さい。 

 ・既に当金庫にて投資信託のお取引をされている場合は、当該お取引をされている店舗

にて、お申込みをしていただきます。また、当金庫にて投資信託のお取引をされてい

ない場合は、投資信託の口座開設のお申込みも必要となります。 

 ②投信インターネットサービスでのお手続き 

  既に当金庫にて投信インターネットサービスのお申込みをされている場合は、投信イ

ンターネットサービスの「電子交付」メニューより、手続きが可能です。 

 

●ご利用時間 

 午前 7：00～翌午前 2：30 ※本サービス休止中はご利用いただけません。 

 

●電子交付書面・閲覧タイミング 

電子交付対象書面 閲覧タイミング 

取引残高報告書 作成日の翌々営業日午前８時から 

取引報告書 作成日の翌営業日午前８時から 

分配金・償還金報告書（支払通知書）兼再

投資報告書 
作成日の翌々営業日午前８時から 

特定口座お振込代金のご案内 

特定口座からの払出し通知書 

運用報告書 ※１ 

特定口座年間取引報告書 
年初（月初）６営業日午前８時から 

上場株式配当等の支払通知書 

 

電子交付サービスのご案内 
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※１ 決算期毎（年１回または２回）に当金庫が運用報告書を登録します。 

※  登録後から閲覧が可能となります。 

※  閲覧が可能になりますと、お客さまのホーム画面に「未読」として表示されます。 

※  ＮＩＳＡ制度に関するご報告については、電子交付の対象外です。 

●ご注意事項 

 ・電子交付・郵送の併用はお取扱いできません。 

 ・電子交付対象お取引は、インターネットによるお取引、窓口によるお取引の両取引が

対象となります。 

 ・電子交付書面閲覧可能期間は、「運用報告書」は５年半、「運用報告書以外」は５年間

です。 

 ・一度電子交付された書面（作成基準日が到来し、電子交付が確定している書面を含む）

は、郵送で交付できません。 

 ・投信インターネットサービスをご解約された場合は、「電子交付サービス」のご利用も

終了となります。 

 ・投信インターネットサービスをご利用期間中に電子交付された書面は、閲覧可能期間

中であっても、同サービスの解約によって、インターネット上で閲覧できなくなりま

すので、お客さまのパソコンに保存されることをお勧めします。 

 ・投信インターネットサービスのご解約後も投資信託のお取引を継続される場合、同サ

ービスのご解約日以降の報告書等は郵送で交付いたします。 

 

 

以 上 

 

    （2024 年 12 月 26 日現在） 

 

 

 

 

 

 


